
令和７年５月号 №201

５月21日（水）午後（1：30～３：00）に、菊川公民館ホールで「フードパントリー」を

実施します。「フードパントリー」は、個人の方から企業（フジ・JA）を通じてご寄付いた

だいた食料品を生活に困っている家庭や支援団体など、多くの皆さんと分け合う取り組みです。

「食」を通じたお互い様の助け合いや、食品ロス削減に参加してみませんか。

ご家庭

ご寄付

フジ南宇和店・
JA南宇和支所

愛南町社協

お渡し

お米・カップ麺・レトルト食品・

調味料・お菓子など

◎できる限りエコバッグをご用意くだ

さい。

◎時間によりお渡しできるものが限ら

れる場合があります。

お渡しできる食料品

缶詰・カップ麺・レトルト食品・調味料・
お菓子など余剰食品など

◎ご寄付は、賞味期限が1ヶ月以上あるもの、未

開封のもの、日本語表記のあるもの、常温での保

存ができるものに限らせていただきます。

食料品のご寄付も受付けております

お問合せ：愛南町社会福祉協議会（☎７３－７７７６）

令和７年度の菊川公民館運営審議会委員６名が決まりましたので紹介します。運営審議会で
は、委員の皆さんに菊川公民館の事業計画や実績などを報告し、年３回の開催で議題を審議し
ていただきながら、更なる公民館の機能強化・内容充実を図っていきます。委員の皆さんには
公民館の事業にも快く参加していただき、いつもご尽力いただいています。

☆
印
は
新
任
の
方
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。
（
敬
称
略
）

氏　名 役職・団体名

田 中 恵 和 菊川地区自治会長

徳 田 真 平 城 小 学 校 長

石 川 良 子 老人クラブ会長

津 々木 美里 菊川地区PTA代表

井 関 裕 子 婦 人 会 会 長

清 家 輝 彦 青 年 部 代 表



 

◎新聞・雑誌・段ボール・廃乾電池の収集日は、５月６日（火）です。
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菊川公民館区人口（令和７年４月１日現在）

男 １８０人 （前月比－２）

女 １８３人 （前月比－１）

合計 ３６３人 （前月比－３）

世帯数 ２００戸 （前月比±０）

〒798-4101

愛南町御荘菊川1159-1

ＴＥＬ・ＦＡＸ ７４－０３３４

発行元：菊川公民館

四季の花✿運動

四
月
三
十
日
（
水
）

【編集後記】

今年度も引き続き菊川公民館を担当することに

なり、６年目の春がスタートしています。また菊川

地域の皆さんにはいろいろとお世話になりますが、

何とぞよろしくお願いします。

５月末にはグラウンドゴルフ大会の開催を予定し

ていますので、各種団体の皆さん、今年もご協力

お願いします。（回覧は５月に配布します。）（Ｉ）
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４月１日（火）、菊川婦人会の皆さん（代

表者：井関裕子さん）が公民館を訪れ、調理

室で害虫駆除に効果があるホウ酸ダンゴを作

りました。このホウ酸ダンゴ作りは毎年、春

と秋の２回行っており、公民館にもホウ酸ダ

ンゴを分けていただいています。

４月16日（水）、菊川老人クラブ（代表者：

石川良子さん）の皆さんが調理室で寿司飯と茶

碗蒸し作りを行いました。その後はホールへ移

動して、作った料理を皆で食べながら次回の定

例会の内容などについて話し合いました。

「ユニバーサル・デザイン」とは、障がい

のある人や高齢者、子ども、病気を抱えてい

る人など、全ての人に、使いやすく、安全で

分かりやすいことを考えたデザインのことで

す。バリアをなくす取組が「バリアフリー」

ですが、「ユニバーサル・デザイン」は、バ

リアをつくらないという発想から、生活関連

品、施設、交通機関などをデザインしようと

する取組です。誰もが住みよい社会の実現の

ためには、互いの違いを認め合い、心の中に

あるバリアを取り除くこと（心のバリアフ

リー）が必要です。（愛媛県教育委員会人権

教育課 人権・同和教育だよりから抜粋）


